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(57)【要約】
【課題】移動体走行時にデプスセンサが揺れて俯角が変
動しても、移動体が走行する路面における障害物を検出
する。
【解決手段】障害物検出装置１は、デプスセンサ２と、
デプスセンサ２により取得された距離画像に基づいて、
デプスセンサ２の俯角αを推定する俯角推定部３と、俯
角αと、デプスセンサ２の高さｈと、距離画像の距離ｒ
とに基づいて、路面６に存在する障害物８を検出する検
出部４とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に取り付けられて路面の距離画像を取得するデプスセンサと、
　前記デプスセンサにより取得された距離画像に基づいて、前記車両に取り付けられたデ
プスセンサの俯角を推定する角度推定手段と、
　前記角度推定手段により推定されたデプスセンサの俯角と、前記デプスセンサの前記路
面からの高さと、前記距離画像の距離データとに基づいて、前記路面に存在する障害物を
検出する検出手段とを備えたことを特徴とする障害物検出装置。
【請求項２】
　前記角度推定手段は、非路面上の点の影響を除去する最小二乗法に基づいて誤差を最小
化して前記俯角を推定する請求項１に記載の障害物検出装置。
【請求項３】
　前記車両はハンドルを有しており、
　前記角度推定手段は、前記ハンドルの回転に応じて、前記俯角、及び前記ハンドルの回
転に応じて生じる前記デプスセンサのロール角を推定する請求項１に記載の障害物検出装
置。
【請求項４】
　前記デプスセンサは、非走査方式赤外線レーザセンサである請求項１に記載の障害物検
出装置。
【請求項５】
　歩行者に取り付けられて路面の距離画像を取得するデプスセンサと、
　前記デプスセンサにより取得された距離画像に基づいて、前記歩行者に取り付けられた
デプスセンサの俯角、ロール角、及び高さを推定する状態推定手段と、
　前記状態推定手段により推定されたデプスセンサの俯角、ロール角、及び高さと、前記
距離画像の距離データとに基づいて、前記路面に存在する障害物を検出する検出手段とを
備えたことを特徴とする障害物検出装置。
【請求項６】
　前記状態推定手段は、非路面上の点の影響を除去する最小二乗法に基づいて誤差を最小
化して前記俯角、前記ロール角、及び前記高さを推定する請求項５に記載の障害物検出装
置。
【請求項７】
　前記状態推定手段は、前記距離データ、前記俯角、前記ロール角、及び前記高さの関係
に基づく状態空間モデルに対して、非路面上の点の影響を除去する非線形カルマンフィル
タに基づいて変動を許容して前記俯角、前記ロール角、及び前記高さを推定する請求項５
に記載の障害物検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両、歩行者を含む移動体に取り付けられて路面の距離画像を取得するデプ
スセンサを備えた障害物検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書において、「移動体」とは、「車両」と「歩行者」とを含むものとする。
【０００３】
　従来の障害物検出装置として以下の構成が知られている。即ち、レーザを利用した障害
物検知センサにより障害物を検知して走行停止させる電動車椅子の走行制御方法が知られ
ている（特許文献１）。そして、車両近傍の路面あるいは床面を観測するセンサ装置の出
力する画像を解析してその特徴を出力し、当該特徴を、過去に車両が走行した路面の履歴
と比較することで、車両周辺の路面の安全性を推定する構成が開示されている（特許文献
２）。
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【０００４】
　また、車両に取り付けられたレーザを利用した距離センサから得られた障害物までの距
離の継時的変化と速度検出手段から得られた速度とに基づいて障害物が存在する方向を算
出してこの方向に応じた回避動作を行う構成が教示されている（特許文献３）。さらに、
車両の走行中に、２次元レーザレーダによる車前方スキャンが行われ、段差や溝等の危険
個所の認識と記憶をなし、駆動輪の回転速度検出、車両の移動量の算出、記憶をなし、記
憶危険個所と時々刻々の車両移動量情報、及び車両移動方向に基づき、衝突予測手段によ
る衝突予測が行われると、衝突回避用補正命令が出され、操作者のハンドル角の設定と、
アクセル操作に対して車両が衝突しないように補正が行われる構成が知られている（特許
文献４）。
【０００５】
　そして、距離センサを用いて自己の位置を推定し地図を作製する自己位置同定方法及び
装置（ＳＬＡＭ（Simultaneous Localization And Mapping））の構成も開示されている
（特許文献５）。
【０００６】
　暗い時間帯にシニアカー（老人用電動車）を安全に走らせるには、自転車、ライトを用
いて人が前方を注視する方法しか実現していないが、そもそもシニアカーを使う人は視力
や集中力が落ちている場合が多く、非常に危険な状態で走行するしかなかった。本発明者
らは、機械を用いて自動的に路面上の障害物を検知する方法として、画像カメラを１つ用
いて路面上の凸凹を検知するシステムを開示した（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１７７２０５号公報（２０１１年０９月１５日公開）
【特許文献２】特開２００９－２７７０６３号公報（２００９年１１月２６日公開）
【特許文献３】特開２００５－３３５５３３号公報（２００５年１２月０８日公開）
【特許文献４】特開２００５－１２８７２２号公報（２００５年０５月１９日公開）
【特許文献５】ＷＯ２００７/０６９７２６号公報（２００７年０６月２１日公開）
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Detection of Flat Ground Area by Single Camera on Mobile Vehicle
s, 2011 International Conference on Advanced Mechatronic Systems, Zhongyuan Univ
ersity of Technology, Zhengzhou, China, August 11-13, 2011 pp. 403-408, M. Tanak
a and S. Onishi
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１～４に開示された構成は、レーザビームを走査することによ
って一画面分の距離画像データを取得する方式であるから、１回の走査で一画面分の距離
画像データを取得するために例えば約数百ミリ秒程度の長い時間が必要である。従って、
屋外で動いている移動体に取り付けて路面の距離画像を取得して処理することは困難であ
るという問題がある。
【００１０】
　特許文献５に開示されたＳＬＡＭの構成は、計算負荷が大きく、構成も複雑であるとい
う問題がある。
【００１１】
　非特許文献１に開示された構成では、カメラを搭載した移動体が路面を走行しているこ
とが必須であり、また、障害物の検知能力も低いという問題がある。この構成では、特徴
点をコンピュータビジョンの手法（SURF、 SIFTなど）の力を借りて抽出し、フレーム間
で対応付けを行うことにより、路面より高い点、低い点の判別を行ったが、なかなか特徴
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点が取れないこと、対応付けが必ずしも成功しないことなどの問題が多く、実用化は困難
であった。
【００１２】
　赤外線等を用いたセンサにより同じ瞬間の１画面分の距離画像データを取得する構成も
考えられるが、走行中の移動体はガタガタと振動するため、センサの俯角が特定できず、
路面における障害物を検出することが困難であるという問題がある。
【００１３】
　また、障害物検出装置を、視覚障害を有する歩行者の体に装着して使用したいという要
望も存在する。
【００１４】
　本発明の目的は、移動体走行時にデプスセンサが揺れて俯角が変動しても、移動体が走
行する路面における障害物を検出することができる障害物検出装置を提供することにある
。
【００１５】
　また、本発明では、歩行者を含む移動体走行時にデプスセンサが揺れて俯角、ロール角
、高さが変動しても、移動体が走行する路面における障害物を検出することができる障害
物検出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る障害物検出装置は、車両に取り付けられて
路面の距離画像を取得するデプスセンサと、前記デプスセンサにより取得された距離画像
に基づいて、前記車両に取り付けられたデプスセンサの俯角を推定する角度推定手段と、
前記角度推定手段により推定されたデプスセンサの俯角と、前記デプスセンサの前記路面
からの高さと、前記距離画像の距離データとに基づいて、前記路面に存在する障害物を検
出する検出手段とを備えたことを特徴とする。
【００１７】
　本明細書において、「デプスセンサ」とは、面情報を取得できる距離センサを意味する
ものとする。このようなデプスセンサのうち、市販されている例として、Kinect for Win
dows（登録商標）やXtion Pro（登録商標）などを挙げることができる。しかしながら、
これらに限定されるものではない。
【００１８】
　この特徴により、デプスセンサにより取得された距離画像に基づいて、移動体に取り付
けられたデプスセンサの俯角を推定し、この推定した俯角と、デプスセンサの路面からの
高さと、距離画像の距離データとに基づいて、路面に存在する障害物を検出する。このた
め、デプスセンサが距離画像を取得した瞬間におけるデプスセンサの俯角を推定すること
ができるので、移動体走行時にデプスセンサが揺れて俯角が変動しても、移動体が走行す
る路面における障害物を検出することができる。
【００１９】
　本発明に係る障害物検出装置では、前記角度推定手段は、非路面上の点の影響を除去す
る最小二乗法に基づいて誤差を最小化して前記俯角を推定することが好ましい。
【００２０】
　上記構成によれば、簡単な構成により、移動体に取り付けられたデプスセンサの俯角を
推定することができる。
【００２１】
　本発明に係る障害物検出装置では、前記車両はハンドルを有しており、前記角度推定手
段は、前記ハンドルの回転に応じて、前記俯角、及び前記ハンドルの回転に応じて生じる
前記デプスセンサのロール角を推定することが好ましい。
【００２２】
　上記構成によれば、ハンドルが回転されて移動体が曲進するときも路面における障害物
を検出することができる。
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【００２３】
　本発明に係る障害物検出装置では、前記デプスセンサは、非走査方式赤外線レーザセン
サであることが好ましい。
【００２４】
　上記構成によれば、デプスセンサを安価に構成することができる。
【００２５】
　本発明に係る障害物検出装置は、歩行者に取り付けられて路面の距離画像を取得するデ
プスセンサと、前記デプスセンサにより取得された距離画像に基づいて、前記歩行者に取
り付けられたデプスセンサの俯角、ロール角、及び高さを推定する状態推定手段と、前記
状態推定手段により推定されたデプスセンサの俯角、ロール角、及び高さと、前記距離画
像の距離データとに基づいて、前記路面に存在する障害物を検出する検出手段とを備えた
ことを特徴とする。
【００２６】
　この特徴により、デプスセンサにより取得された距離画像に基づいて、移動体に取り付
けられたデプスセンサの俯角、ロール角、及び高さを推定し、この推定した俯角、ロール
角、及び高さと、距離画像の距離データとに基づいて、路面に存在する障害物を検出する
。このため、デプスセンサが距離画像を取得した瞬間におけるデプスセンサの俯角、ロー
ル角、及び高さを推定することができるので、歩行者を含む移動体走行時にデプスセンサ
が揺れて俯角、ロール角、及び高さが変動しても、移動体が走行する路面における障害物
を検出することができる。
【００２７】
　本発明に係る障害物検出装置では、前記状態推定手段は、非路面上の点の影響を除去す
る最小二乗法に基づいて誤差を最小化して前記俯角、前記ロール角、及び前記高さを推定
することが好ましい。
【００２８】
　上記構成によれば、簡単な構成により、移動体に取り付けられた時間変化するデプスセ
ンサの俯角、ロール角、及び高さを推定することができる。
【００２９】
　本発明に係る障害物検出装置では、前記状態推定手段は、前記距離データ、前記俯角、
前記ロール角、及び前記高さの関係に基づく状態空間モデルに対して、非路面上の点の影
響を除去する非線形カルマンフィルタに基づいて変動を許容して前記俯角、前記ロール角
、及び前記高さを推定することもできる。
【００３０】
　上記構成によれば、移動体に取り付けられたデプスセンサの俯角、ロール角、及び高さ
が変動する環境においても変動幅をモデルに組み込んで俯角、ロール角、及び高さを推定
することができる。
【００３１】
　なお、俯角、ロール角、及び高さの推定において利用されるアルゴリズムは、非線形カ
ルマンフィルタに限定されるわけではなく、他のフィルタリングアルゴリズムに基づいて
、俯角、ロール角、及び高さが推定されてもよい。
【００３２】
　加えて、デプスセンサの姿勢を決定するパラメータの組は、センサーの状態を決定づけ
るものであれば、俯角、ロール角、及び高さの組に限定されない。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明に係る、障害物検出装置は、前記デプスセンサにより取得された距離画像に基づ
いて、前記車両に取り付けられたデプスセンサの俯角を推定する角度推定手段と、前記角
度推定手段により推定されたデプスセンサの俯角と、前記デプスセンサの前記路面からの
高さと、前記距離画像の距離データとに基づいて、前記路面に存在する障害物を検出する
検出手段とを備えたので、デプスセンサが距離画像を取得した瞬間におけるデプスセンサ
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の俯角を推定することができ、車両走行時にデプスセンサが揺れて俯角が変動しても、移
動体が走行する路面における障害物を検出することができる。
【００３４】
　また、本発明に係る、障害物検出装置は、歩行者に取り付けられて路面の距離画像を取
得するデプスセンサと、前記デプスセンサにより取得された距離画像に基づいて、前記歩
行者に取り付けられたデプスセンサの俯角、ロール角、及び高さを推定する状態推定手段
と、前記状態推定手段により推定されたデプスセンサの俯角、ロール角、及び高さと、前
記距離画像の距離データとに基づいて、前記路面に存在する障害物を検出する検出手段と
を備えるので、デプスセンサが距離画像を取得した瞬間におけるデプスセンサの俯角、ロ
ール角、及び高さを推定することができるので、歩行者の走行時にデプスセンサが揺れて
俯角、ロール角、及び高さが変動しても、歩行者が歩行する路面における障害物を検出す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】実施の形態１に係る障害物検出装置の構成を模式的に示す図である。
【図２】上記障害物検出装置の外観を示す図である。
【図３】上記障害物検出装置の動作のアルゴリズムを説明するための座標系を示す図であ
る。
【図４】上記障害物検出装置に設けられたデプスセンサがデータを取得する対象画面を説
明するための模式図である。
【図５】（ａ）は路面上に障害物及び溝がない場合のデプスセンサの測定データを説明す
るための図であり、（ｂ）は路面上に障害物がある場合のデプスセンサの測定データを説
明するための図であり、（ｃ）は路面上に溝がある場合のデプスセンサの測定データを説
明するための図である。
【図６】上記障害物検出装置の運転席から前方の路面に存在する障害物を見た図である。
【図７】図６に示す線Ｌ１に沿って路面の高さを推定した結果を示すグラフである。
【図８】図６に示す線Ｌ２に沿って路面の高さを推定した結果を示すグラフである。
【図９】実施の形態２に係る障害物検出装置の構成を模式的に示す図である。
【図１０】実施の形態２に係る障害物検出装置の動作を説明するための図である。
【図１１】実施の形態３に係る障害物検出装置の構成を模式的に示す図である。
【図１２】図１１に示す障害物検出装置の使用形態を説明するための図である。
【図１３】図１１に示す障害物検出装置の他の使用形態を説明するための図である。
【図１４】直交座標及び極座標におけるデプスセンサが所定のロール角で回転するときの
座標系を示す図である。
【図１５】実施の形態４に係る障害物検出装置における障害物検出中の映像を示す図であ
る。
【図１６】（ａ）は上記障害物検出装置に設けられたデプスセンサの俯角の推定値の推移
を示すグラフであり、（ｂ）は上記デプスセンサのロール角の推定値の遷移を示すグラフ
であり、（ｃ）は上記デプスセンサの高さの推定値の遷移を示すグラフである。
【図１７】上記障害物検出装置を適用したスクーターを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態に係る障害物検出装置について、詳細に説明する。
【００３７】
　（概要）
　シニアカー（老人用電動車）を黄昏時あるいは夜間に走行しようとするとき、前方ライ
トだけでは特に近いところの視認が困難で、極めて危険な状態になる。そこで、以下の実
施の形態では、黄昏時あるいは夜間時の薄暗い状況あるいは真っ暗な状況において、進行
方向の路面の危険を検知し、運転者に教えることのできる障害物検出装置を、キネクト（
Kinect（登録商標）） センサを使って実現する。
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【００３８】
　（実施の形態１）
　（障害物検出装置１の構成）
　図１は、実施の形態１に係る障害物検出装置１の構成を模式的に示す図である。図２は
、障害物検出装置１を搭載した移動体（車両）５の外観を示す図である。
【００３９】
　移動体５は、例えばシニアカーであり、障害物検出装置１を搭載して路面６を走行する
。障害物検出装置１は、デプスセンサ２を備えている。デプスセンサ２は、移動体５のハ
ンドル７（図２）の前に設けられた駕籠１０（図２）に取り付けられており、路面６の距
離画像を取得する。
【００４０】
　障害物検出装置１には、俯角推定部（角度推定手段）３が設けられている。俯角推定部
３は、デプスセンサ２により取得された路面６の距離画像に基づいて、移動体５に取り付
けられたデプスセンサ２の水平線９を基準とした俯角αを推定する。俯角推定部３は、非
路面上の点の影響を除去する最小二乗法に基づいて誤差を最小化して俯角αを推定する。
【００４１】
　障害物検出装置１は、検出部４を備えている。検出部４は、俯角推定部３により推定さ
れたデプスセンサ２の俯角αと、デプスセンサ２の路面６からの高さｈと、デプスセンサ
２により取得された距離画像の距離ｒとに基づいて、路面６に存在する障害物８を検出す
る。
【００４２】
　障害物検出装置１には、ディスプレイ１１及びスピーカ１２が設けられている。ディス
プレイ１１は、検出部４により検出された障害物８を表す情報を表示する。スピーカ１２
は、検出部４により検出された障害物８を報知する音または音声を出力する。
【００４３】
　移動体５は、バッテリ１３を備えている。バッテリ１３は、移動体５が走行するための
電力を供給するとともに、デプスセンサ２、俯角推定部３、及び検出部４が動作するため
の電力を供給する。
【００４４】
　（デプスセンサ２の特性）
　デプスセンサ２は、安価であり、画像だけでなく、距離画像も取得する能力を持ってい
る。しかも、画像と同じ解像度である、640×480 という高解像度を有している。
【００４５】
　デプスセンサ２によるデータ取得の間隔は30fps 程度であり、一般的な画像カメラと同
等である。また、取得できる距離は5-6m程度である。ただし、デプスセンサ２は昼間の日
光には弱く、直射日光が当たっているときは、屋外ではデータ取得はほとんどできない。
【００４６】
　以上のようなデプスセンサ２の特性は、シニアカーによる路面障害物の検出という本実
施の形態の目的に適合している。すなわち、5-6ｍという距離画像を取得可能な距離は、
歩行者や時速6km以下でしか走行できないシニアカー等には十分であり、暗いときの方が
好都合なデプスセンサ２のセンサ特性は、暗くなったときに使えればよいという路面障害
物検出の目的に合っている。俯角推定部３及び検出部４はノートPCにより構成することが
できる。このノートPCは、移動体５から取り外し可能に構成しておけばよいから、既に所
有しているPCを必要なときだけ移動体５に取り付けて使用すればよく、ノートPC、PDA（P
ersonal Digital Assistant）、スマートホンなどの携帯型データ処理装置を新たに購入
する必要もない。従って、デプスセンサ２を備えた障害物検出装置１の費用は、移動体（
シニアカー）のオプションとして、十分安いものといえる。デプスセンサ２は屋内使用と
いう認識が広く行き渡っているけれども、本発明者はデプスセンサ２の上記した特性に着
目し、屋外を走行するシニアカーに搭載する障害物検出装置１にデプスセンサ２を適用し
た。このようなデプスセンサ２の使い方をする発明は例を見ない。
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【００４７】
　 (デプスセンサ２の利用方法) 
　デプスセンサ２は、図２に示すように、移動体５（シニアカー）のハンドル７の前側に
設けられた駕籠１０の上側に、俯角20-40度程度で固定して取り付ける。これにより、数
十cmから数mまでの移動体５の前方の様子を距離画像として取得できる。デプスセンサ２
は12Vの直流電源が必要である。これは、移動体５の電源を共用することにより、容易に
準備することができる。また、デプスセンサ２により取得した距離画像データを処理する
ためにはノートパソコンが必要であるが、これも、畳んで駕籠１０に入れることで、収納
可能である。検知した障害物（物体）の情報を人に伝えるために、7-9インチ程度のモニ
タディスプレイ１１（図１）をハンドル７に取り付ける。障害物８の検知に応じてスピー
カ１２から音を出すことも可能である。
【００４８】
　デプスセンサ２は駕籠１０に取り付けた場合、移動体５の走行時に相当揺れるが、１枚
の距離画像から障害物８を検知することができるため、揺れても基本的に問題ない。
【００４９】
　今、デプスセンサと、特定しているが、本発明はこれに限定されない。一般的に、距離
データを面（１次元の線上を走査する１次元レーザスキャナにより取得された線の上の情
報ではなく）で捉えることのできるセンサであれば他のセンサでもかまわない。
【００５０】
　また、１回の走査で一画面分の距離画像データを短時間で取得することができるのであ
れば、屋外で動いている車両や人といった移動体に取り付けて路面の距離画像を取得して
処理することが可能になるから、レーザ走査方式の距離センサを使用してもよい。
【００５１】
　さらに、障害物検出装置１を移動体５に搭載する例を挙げているが、本発明はこれに限
定されない。夜出歩く歩行者の腰に装着するように小型軽量化して構成してもよい。これ
により、夜の路面の障害物の有無を歩行者が検知することができるという効果を奏する。
【００５２】
　どの程度の大きさの物体（障害物）が捉えられるかということについては、センサの誤
差による。センサにより捉える物体は、移動体５の走行の大きな障害になる物体や段差な
どを想定している。
【００５３】
　本実施の形態に係るアルゴリズムの特徴は、俯角α を、デプスセンサ２により取得さ
れる毎回の画面ごとに推定していることである。そのため、このアルゴリズムは、移動体
５の走行に応じたデプスセンサ２の揺れに強い。さらに、ハンドル７を切ったときにはデ
プスセンサ２が傾くが、実施の形態２で後述するように、そのロール角を推定することも
可能であり、ハンドル７を切ったときに、進行方向の障害物８を見つけることができる。
【００５４】
　デプスセンサ２は、図２に示すように、駕籠１０に取り付けて使う。あるいは、ハンド
ル７に取り付けることもできる。デプスセンサ２の性質上、あまり低い所に取りつけてデ
プスセンサ２の視野方向と路面６とのなす角度を鋭角にすると、路面６がうまく検知出来
ない。そのため、図２に示す構成の他、移動体５の前部にセンサ専用の取り付け具を装着
して、理想の角度にデプスセンサ２を取り付けるという構成も可能である。安全性が立証
されれば、シニアカーの構造の一部として車体の中に埋め込めると、さらにスマートな外
観になる。俯角推定部３及び検出部４を構成する処理用のPCは、実施の形態１の例では、
駕籠１０の中に畳んで入れる。なお、歩行者に装着する際には、腰、顔面、頭部その他に
、適切な取り付け具を用いて可能な方法で人体に取り付けてもよい。
【００５５】
　（デプスセンサ２の距離画像データの処理方法）
　移動体５（シニアカー）の駕籠１０などに、路面６までの距離データを面状に測定する
ことができるセンサ（ここでは、デプスセンサ２を想定している）を取り付けることによ
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り、路面６上の障害物８や穴、溝など、移動体５の走行に障害となる凸凹をセンサ１つと
処理PC（俯角推定部３及び検出部４）とで検知する。
【００５６】
　デプスセンサ２は屋内用の仕様であり、屋外では太陽光が直接当たる場所はセンサの特
性上データが十分に取得できない可能性があるが、陰があればデータは取得できることか
ら、よほどの悪条件でなければ日向でも使用可能である。また、夕方から夜にかけては屋
外であっても屋内と同程度にセンシング能力が高い。特に、センシング能力を高めるため
に、比較的高い部分（駕籠１０の上の方）に、ある程度の俯角（30度程度を想定）を持た
せて取り付けることにより、問題なく路面までの距離データを測定することができる。
【００５７】
　デプスセンサ２から得られる各格子点（画素）上の位置での路面までの距離は、デプス
センサ２の俯角αが既知であれば、極座標と直交座標との関係から理論的な値は容易に得
られる。従って、その理論値と実測値との比較により、その点が路面６上にあるのか、路
面６よりも高い点なのか、低い点なのかを判定することができる。
【００５８】
　但し、移動体５（シニアカー）は走行時にかなり揺れるので、駕籠１０に取り付けられ
ているデプスセンサ２自身も揺れることは避けられず、俯角αを既知とすることは困難で
ある。
【００５９】
　そのため、本実施の形態では、多くの点が路面６上にあることを利用して、ロバストな
最小二乗法あるいはRANSACなど、非路面上の点の影響を外す方法を採用することにより、
誤差を最小化して俯角αを推定する。俯角αが正確に推定できれば、以下に述べる方法で
、路面６の凸凹の状況が検出できる。また、ハンドルを切ってロール角がある場合も、モ
デルを作成できる。
【００６０】
　（正面方向に進む場合のアルゴリズム）
　図３は、障害物検出装置１の動作のアルゴリズムを説明するための座標系を示す図であ
る。図４は、障害物検出装置１に設けられたデプスセンサ２がデータを取得する対象画面
Ｓを説明するための模式図である。デプスセンサ２は、縦がｎＶ＝４８０ドット（視野角
Ｖ＝４３度）、横がｎＨ＝６４０ドット（視野角Ｈ＝５７度）の路面６上の対象画面Ｓ上
の格子点において距離を得ることのできるセンサである。画面左下を原点ＯＲＧとしてみ
ると、縦方向がｉ＝０，…　，ｎＶ－１、横方向がｊ＝０，　…　，ｎＨ－１となる。３
次元空間を　（ｘ，ｙ，ｚ）とする。また、その空間を極座標（ｒ，θ，φ）で表現する
（図３参照）と、下記の（式１）
【００６１】
【数１】

【００６２】
となる。
【００６３】
　今、デプスセンサ２の縦方向の画素が、縦の視野角ＶをｎＶ－１個に均等に分割してお
り、同様に、横方向の画素が、横の視野角ＨをｎＨ－１個に均等に分割していると仮定す
る。また、デプスセンサ２の高さｈはほぼ一定であり、直交座標は路面をｚ＝０とする。
【００６４】
　また、進行方向正面をφ＝０とする。真上の角度をθ＝０、前方をθ＝９０度とする。
このとき、下記の（式２）
【００６５】
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【数２】

【００６６】
となる（図３参照）。俯角はα－９０度である。
【００６７】
　デプスセンサ２の発光点Ｌから見た対象画面Ｓ上の各画素（ｉ、ｊ）（ｉ＝０，…　，
ｎＶ－１、ｊ＝０，　…　，ｎＨ－１）に対応する点の極座標の角度θｉ、φｉは、下記
の（式３）及び（式４）により表される。
【００６８】
【数３】

【００６９】
　これらの角度の単位は、度(°) である。
【００７０】
　デプスセンサ２は、各画素（ｉ，ｊ）に対応する点と発光点Ｌとの間の距離ｒｉｊを観
測する機能を持つ。そこで、デプスセンサ２の位置の真下路面を原点とし、センサ位置か
ら路面６までの距離は常に一定値ｈであることを利用して、（式２）の３列目のｚ及びｒ
ｃｏｓθ＋ｈに対応して下記の（式５）
【００７１】
【数４】

【００７２】
が成り立つはずである。
【００７３】
　この関係式（式５）より、俯角αを次の方法で推定する。
【００７４】
　図５（ａ）は路面６上に障害物及び溝がない場合のデプスセンサ２の測定データを説明
するための図であり、（ｂ）は路面６上に障害物８がある場合のデプスセンサ２の測定デ
ータを説明するための図であり、（ｃ）は路面６上に溝１４がある場合のデプスセンサ２
の測定データを説明するための図である。
【００７５】
　ある１枚の距離画像において、俯角αは一定であると考えられる（走査方式のレーザセ
ンサの場合、首を振って１枚の距離データを取得するためデータ取得に時間がかかるから
、俯角αが一定であるとは言えない）。また、図５（ａ）に示す路面６の上から反射した
点Ｐ１においては、ｚｉｊ＝０　である。しかし、図５（ｂ）に示すように物体（障害物
８）が路面６上にある場合、または、図５（ｃ）に示すように溝１４内の点のように路面
６よりも低い点から反射した場合は、ｚｉｊは０に等しくない。俯角αが未知な状態では
、どの位置（ｉ，ｊ）においてｚｉｊが０に等しくないのかわからない。しかし、路面６
は移動体５が走行する道を想定しているので、多くの位置は図５（ａ）に示すように路面
６の上から反射しているはずだから、次のような方法で俯角αは決定できる。
【００７６】
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　１．全部の点が路面６の上にあると仮定して、そのまま最も二乗誤差を最小にするよう
な俯角αを数値的に決定する。すなわち、
【００７７】
【数５】

【００７８】
を求める。
２．得られた俯角αを用いて、
【００７９】
【数６】

【００８０】
を計算し、
【００８１】
【数７】

【００８２】
になるような位置（ｉ，ｊ）を除外して、除外された位置を含まない位置（ｉ，　ｊ）　
の集合Ｓにおいて、
【００８３】
【数８】

【００８４】
を求める。これを、収束するまで繰り返す。
【００８５】
　上記の方法でうまくいかないほど平面（路面６）上の点が少ない場合は、ＲＡＮＳＡＣ
など、ロバストなアルゴリズムを適用すればよい。
【００８６】
　なお、上記１．の俯角αによる最適化は制約条件を伴わないので、黄金分割法など、簡
単な１次元探索法の適用が可能である。俯角αは［１１０度、１３０度］などの区間にお
いて求めればよい。
【００８７】
　（高さの推定）
　得られた俯角αの推定値を用いて（式２）より高さ方向のｚｉｊの推定値が得られる。
また、ｘｉｊ，ｙｉｊ（障害物８、溝１４の路面６上の平面位置）も同時に推定すること
ができる。そのため、高さがあるもの（障害物８）または、溝１４の正確な平面位置が分
かる。
【００８８】
　（路面高さ推定実験結果）
　図６は、障害物検出装置１の運転席から前方の路面６に存在する障害物８を見た図であ
る。図７は、図６に示す線Ｌ１に沿って平行に路面６の高さを複数本推定した結果を示す
グラフである。横軸はデプスセンサ２により取得された距離画像の縦方向に沿った画素番
号を示しており、横軸の右側が図４における手前側、即ち、距離画像の下側を表しており
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、左側は図４における遠方側、即ち、距離画像の上側を表している。縦軸は路面６からの
高さを示している。
【００８９】
　図７における線Ｃ１において、高さ６８０ｍｍの左端の部分はデータが欠損している部
分であり、除外できる。これらの点を除去すると、画素番号１～約９０、及び画素番号約
１６０～４８０に対応する路面６からの高さはほぼゼロである。そして、画素番号約１６
０から画素番号約１００に向かって路面６からの高さが増大し、画素番号約１００～約９
０に対応する高さは約２００ｍｍとなっている。
【００９０】
　画素番号約１６０～約１００の高さの増大は、デプスセンサ２からの赤外線が障害物８
のデプスセンサ２側の側面１５（図５（ｂ））により反射されたためと考えられる。そし
て、画素番号約１００～約９０の高さ２００は、デプスセンサ２からの赤外線が高さ２０
０ｍｍの障害物８の上面１６（図５（ｂ））により反射されたためと考えられる。このよ
うに、画素番号に対応する路面６からの高さを検出することにより、障害物８を検知する
ことができる。
【００９１】
　図８は、図６に示す線Ｌ２に沿って障害物８の近辺で複数本のラインに沿って路面６の
高さを推定した結果を示すグラフである。横軸はデプスセンサ２により取得された距離画
像の横方向に沿った画素番号を示しており、横軸の右側が図４における右側、即ち、距離
画像の右側を表しており、左側は図４における左側、即ち、距離画像の左側を表している
。縦軸は路面６からの高さを示している。
【００９２】
　図８における線Ｃ２に示すように、高さ６８０と表示された部分は欠損データなので、
これらを除去すると、画素番号１～約３５０、及び画素番号約４２０～６４０に対応する
路面６からの高さは、俯角が最適化されておらず、少しドリフトが残っているが、これが
水平になるような俯角を前述したように推定することができる。そして、画素番号約３５
０から画素番号約４２０に対応する路面６からの高さは約２００ｍｍとなっており、路面
６上の点とは明確に区別可能である。
【００９３】
　画素番号約３５０～約４２０の高さ２００は、デプスセンサ２からの赤外線が高さ２０
０ｍｍの障害物８の上面１６（図５（ｂ））により反射されたためと考えられる。このよ
うに、画素番号に対応する路面６からの高さを検出することにより、障害物８を検知する
ことができる。
【００９４】
　（実施の形態の効果）
　本実施の形態の手法によれば、距離データを取得できるセンサを使うので、より安定的
に距離を測定することができ、しかも、移動体５が静止している状態で路面６の凸凹の部
分を検出することができる。
【００９５】
　また、移動体５（シニアカー）に装着できるように、デプスセンサ２の電源をシニアカ
ー本体から取得することもできるし、電源ケーブルが不要なセンサもある。また、ディス
プレイ１１をハンドル７に装着することで、処理用パソコン（俯角推定部３及び検出部４
）を畳んだ状態で障害物８の検知情報を移動体５の利用者に伝達することができる。ある
いは、スピーカ１２からの音などによる伝達方法も可能である。
【００９６】
　デプスセンサ２に必要な電源（直流12V）を、移動体５（シニアカー）のバッテリ１３
から直接供給することができると、デプスセンサ２専用の新たなバッテリを置く必要がな
くなり、デプスセンサ２の移動体５への実装がより現実的になる。
【００９７】
　さらに、上述の俯角推定部３及び検出部４などをノートPCにより構成する例のように、
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障害物検出装置１が、バッテリーを内蔵し電力供給インターフェース（例えば、ユニバー
サル・シリアル・バス（ＵＳＢ；Universal Serial Bus）など）を有しているノートPCな
どを備えている場合には、デプスセンサ２は、当該ノートPCなどから電力の供給を受けて
もよい。なお、このような構成に限定されるわけではなく、上記インターフェースを介し
て、デプスセンサ２から当該ノートPCへ、測定した画像や距離などのデータを受け渡して
もよい。
【００９８】
　（変形例）
　なお、移動体５がシニアカーである例を示したが、本発明はこれに限定されない。移動
体５は、例えば、倉庫等の環境で作業する無人の移動ロボットであってもよい。全面的に
直射日光があたるところばかりの環境でない限り無人の移動ロボットに本発明を適用する
ことができ、移動ロボットが床面の障害物や溝を検出することができるという効果を奏す
る。ここで、「全面的に直射日光があたるところばかりの環境」とは、検出対象の障害物
などの全面が日光に照らされ、当該障害物の陰が全くできない環境を意味する。例えば、
全面的に直射日光があたるばかりであっても、当該日光に照らされる障害物などの陰が存
在する環境は、「全面的に直射日光があたるところばかりの環境」ではない。上述のよう
に、当該陰が存在する環境において、障害物検出装置１は距離データを測定可能である。
【００９９】
　本手法はシニアカーに限らず、歩行者手押しのシルバーカー、電動車いす、自転車等に
も応用することが可能である。また、視覚等に障害を持つ人に対しても、聴覚など、何ら
かの伝達手段があれば歩行時の危険検知サポートに利用することが可能である。デプスセ
ンサ２やデータ処理装置がさらに小型化すると、応用範囲は一層広がると考えられる。
【０１００】
　（実施の形態２）
　（ハンドルを傾けることがある場合のアルゴリズム）
　図９は、実施の形態２に係る障害物検出装置１ａの構成を模式的に示す図である。図１
で説明した構成要素と同一の構成要素には同一の参照符号を付している。これらの構成要
素の詳細な説明は繰り返さない。
【０１０１】
　実施の形態２に係る障害物検出装置１ａは、実施の形態１の障害物検出装置１の俯角推
定部３の代わりに俯角・ロール角推定部（角度推定手段）１７を備えている。障害物検出
装置１ａのその他の構成は、障害物検出装置１と同様である。俯角・ロール角推定部１７
は、ハンドル７（図２）の回転に応じて、デプスセンサ２の俯角、及びハンドル７の回転
に応じて生じるデプスセンサ２のロール角を推定する。
【０１０２】
　図１０は、実施の形態２に係る障害物検出装置１ａの動作を説明するための図である。
次に、ハンドル７を回転した場合への対応を考える。
【０１０３】
　シニアカーをはじめとして、通常の乗り物はハンドル７の回転軸は鉛直ではなく上に上
がるにつれて運転者とから見て遠くから手前の方向に傾いている。このため、図１０に示
すように、ハンドル７を回転したときに、駕籠に取り付けられたデプスセンサ２は斜めに
傾く。即ち、ハンドル７を回転した後のデプスセンサ２は、ハンドル７の回転とともに回
転して回転後の正面方向を向くｘ軸の周りに回転後のｙ－ｚ平面内においてロール角ψほ
ど回転した状態になっており、俯角も同時に変化していると見ることができる。
そこで、上記回転により生じるロール角をψとおいて、座標（ｘ，ｙ，ｚ）は座標軸を回
転したときの値に変換される。まず、回転がない場合は、
【０１０４】
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【数９】

【０１０５】
さらに、センサー位置で回転する場合、
【０１０６】

【数１０】

【０１０７】
これより、ｚがｈに近い値になるような最適化問題を設定すると、
【０１０８】
【数１１】

【０１０９】
ここに、
【０１１０】
【数１２】

【０１１１】
である。また、ハンドルを切ったときに傾く角度は物理的に制約されており、
【０１１２】
【数１３】

【０１１３】
程度である。
また、俯角αについても、取り付けた角度を基準としてせいぜい±１５度程度の範囲で推
移することから、制約条件付きの最小化問題として解くことができる。
【０１１４】
　注意すべきことは、この座標系はデプスセンサ２の位置の真下の路面を原点としている
ため、センサが傾いて高さが変化する（低くなる）ことを考慮に入れる必要がある点であ
る。最大に回転させると、約３ｃｍほどセンサの位置が低くなる。誤差の範囲と考えるこ
ともできるが、厳密な値を計算しようとすれば、ｈをψの関数ｈ（ψ）とおき、あらかじ
めψに対してｈがどう変化するか実験的に求めておき、表などにして値を持たせておけば
よい。
【０１１５】
　（式１２）で示される最適化問題を数値的に解くアルゴリズムは、一般に非線形最小化
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問題として多くの種類があり、特定のアルゴリズムに限定して使う必要はない。
【０１１６】
　（高さの推定）
　得られたロール角ψの推定値を用いて（式１１）よりハンドル７を回転した場合の高さ
方向の推定値ｚｉｊが得られる。また、ｘｉｊ，ｙｉｊ（障害物８、溝１４の路面６上の
平面位置）も同時に推定することができる。そのため、ハンドル７を回転した場合に、高
さがあるもの（障害物８）または、溝１４の正確な平面位置が分かる。
【０１１７】
　（実施の形態３）
　上述の実施の形態、図で説明した構成要素と同一の構成要素には同一の参照符号を付し
ている。これらの構成要素の詳細な説明は繰り返さない。
【０１１８】
　上述の実施の形態１、２とは異なり、本実施の形態に係るアルゴリズムでは、俯角α、
ロール角ψ、及び高さｈを、デプスセンサ２により取得される毎回の画面の距離データご
とに推定していることである。そのため、このアルゴリズムは、移動体５の走行または歩
行に応じたデプスセンサ２の揺れ（路面が悪い場合などに生じる）、ロール角の変化（ハ
ンドルを切ったり体が傾いたりするときに生じる）、高さの変化（歩行などの際に生じる
）に強い。
【０１１９】
　（障害物検出装置１ｂの構成）
　図１１は、実施の形態３に係る障害物検出装置１ｂの構成を模式的に示す図である。図
１１に示すように、障害物検出装置１ｂは、俯角・ロール角・高さ推定部（状態推定手段
）１７ａを備える点が、他の実施の形態とは異なっている。
【０１２０】
　図１２は、図１１に示す障害物検出装置１ｂの使用形態を説明するための図である。図
１２に示すように、障害物検出装置１ｂでは、歩行者５ａの腰部５０にデプスセンサ２が
取り付けられている。ここで、歩行者５ａは、上述の実施の形態における移動体５に対応
している。移動体５を例えば車両とした場合と比較すると、移動体５を歩行者５ａとして
、歩行者５ａにデプスセンサ２を取り付けた場合には、図１１に示す高さｈなどが比較的
大きく変化する。しかしながら、後述する本実施の形態のアルゴリズムは高さｈなどの変
化に強いため、障害物検出装置１ｂは正確に障害物を検出できる。
【０１２１】
　また、デプスセンサ２は、接続ケーブル３１を介して、図１２中に２０で示すノートPC
に接続されている。当該ノートPCは図１１中に２０で示す部位に対応しており、バッテリ
１３、ディスプレイ１１、スピーカ１２、検出部４、及び俯角・ロール角・高さ推定部１
７ａに対応する構成を備えている。このような構成により、ノートＰＣ２０は、デプスセ
ンサ２がセンシングした情報を受けて、俯角、ロール角、及び高さの推定を行い、障害物
を検出し、ディスプレイ１１やスピーカ１２に対応する構成から検出結果を歩行者５ａに
提示することができる。
【０１２２】
　なお、図１２では、歩行者５ａの腰部５０に１つのデプスセンサ２を取り付けた例を示
しているが、この構成に限定されるわけではなく、例えば歩行者５ａの足部、胸部、腕部
、肩部、頭部、背中などにデプスセンサ２を取り付けてもよいし、複数の障害物検出装置
１ｂを複数の異なる箇所に取り付けてもよい。また、障害物検出装置１ｂは、複数のデプ
スセンサ２を備えていてもよい。
【０１２３】
　また、デプスセンサ２は、図１１における俯角αが２０－４０度程度になるように取り
付けられることが好ましい。障害物検出に好適な俯角αを保ちつつ、人を含めた移動体の
所望の部位にデプスセンサ２を取り付けるためには、デプスセンサ２は小型であることが
好ましい。しかしながら、このような構成に限定されるわけではなく、障害物検出に好適



(16) JP 2013-254474 A 2013.12.19

10

20

30

40

50

な俯角αを確保できるのであれば、障害物検出装置１ｂは、デプスセンサ２の位置を安定
させるための取り付け用品やジャイロなどを利用した動的な姿勢安定制御機構など備えて
いてもよい。
【０１２４】
　また、図１２では、デプスセンサ２及びノート側パーソナルコンピュータを利用する構
成を示したが、この構成に限定されるわけではない。例えば、デプスセンサ２及び図１１
に示すノートＰＣ２０を１つの装置に実装してもよい。デプスセンサ２などは小型化する
ことが可能であり、例えば１台のスマートホンに、障害物検出装置１ｂが必要とする構成
をすべて実装してもよい。
【０１２５】
　図１３は、図１１に示す障害物検出装置１ｂの他の使用形態を説明するための図である
。図１３に示すように、障害物検出装置１ｂでは、デプスセンサ２が図１２に示す例と同
様に歩行者５ａの腰部５０に取り付けられている。そして、図１２に示すノートＰＣ２０
を鞄１０ａの中に入れて、接続ケーブル３２を介して、音声により障害物検出結果を歩行
者５ａが受け取っている。この構成により、便利に携帯可能な障害物検出装置１ｂを提供
することができる。また、検出結果を音声などにより利用者が受け取る構成とすることに
より、例えば目が不自由な利用者に対しても、障害物検出結果を提供することができる。
障害物検出装置１ｂの検出結果の出力方法は音声に限定されるわけではなく、障害物検出
装置１ｂは振動などにより検出結果を出力してもよい。
【０１２６】
　（俯角α、ロール角ψ、高さｈの推定）
　デプスセンサ２から得られる各格子点（画素）上の位置での路面までの距離は、デプス
センサ２の俯角α、ロール角ψ、高さｈが既知であれば、極座標と直交座標との関係から
理論的な値は容易に得られる。従って、その理論値と実測値との比較により、その点が路
面６上にあるのか、路面６よりも高い点なのか、低い点なのかを判定することができる。
【０１２７】
　但し、移動体５（シニアカ―）は移動時にかなり揺れるので、駕籠１０に取り付けられ
ているデプスセンサ２自身も揺れることは避けられず、俯角αを既知とすることは困難で
ある。歩行者の場合は、あらゆるα、ψ、ｈがいずれも不安定であり、一定とは言えない
。
【０１２８】
　そのため、本実施の形態では、多くの点が路面６上にあることを利用して、ロバストな
最小二乗法あるいはRANSACなど、非路面上の点と思われる部分の影響を外す方法を採用す
ることにより、実測値から得られる高さ推定値と路面高さ（０に設定することができる）
との誤差を未知変数α、ψ、ｈにより最小化することでこれらの値を推定（更新）する。
当該推定方法を、本明細書では「最適化を用いた推定方法」と称する。推定された値を適
用することで、上述の方法で、路面６の凸凹の状況が検出できる。
【０１２９】
　（極座標系と直交座標系の関係）
　図１４は、直交座標及び極座標におけるデプスセンサがロール角ψで回転するときの状
況を示す図である。格子点において観測される距離データの中で、ｒｉｊを縦ｉ番目、横
ｊ番目の位置の距離の値とする。このとき、直交座標と極座標の間の関係は、次式により
表現できる。ここで、ｋは離散時刻を表す整数である。
【０１３０】
【数１４】
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【０１３１】
　直交座標系はセンサの真下の地面の位置を原点と置いている。極座標は、センサの位置
を原点としている。そのため、その間には高さ分のバイアスがある。また、Ｒｘ（ψ（ｋ
））はｘ軸周りの回転である。つまり、Ｒｘ（ψ（ｋ））は次式により表現できる。
【０１３２】
【数１５】

【０１３３】
　（最適化を用いた推定方法）
　当該推定方法のアルゴリズムは、実施の形態２にて上述の「ハンドルを傾けることがあ
る場合のアルゴリズム」を拡張したアルゴリズムである。
【０１３４】
　高さｚｉｊの値を上の（式１３）より抜き出し、次式のように表現できる。
【０１３５】
【数１６】

【０１３６】
　もし点ｉ、ｊが路面上にあれば、次式のようにｚｉｊは、概ね０になる。
【０１３７】

【数１７】

【０１３８】
　そして、路面上の点の集合をＧとすると、これらの点ではほとんど０のはずなので、０
との誤差の二乗和を最小にするように、（式１２）においてｈも推定対象の未知変数とし
て扱い、次式に従ってα、ψ、ｈを推定する。
【０１３９】

【数１８】

【０１４０】
　路面上の集合Ｇとすると、これらの点ではほとんど０のはずなので、０との誤差の二乗
和を最小にするように未知パラメータα、ψ、ｈを選ぶことにより、正しい姿勢を表す未
知パラメータα、ψ、ｈが求まる。しかし、ここで集合Ｇにどの点が含まれるべきなのか
はわかっていない。ここで、サンプリングの周期に比べて姿勢の変化は緩やかであるとい
う仮定をすると、姿勢の推定値は、直前の推定値の近傍にあると考えることができ、次の
ステップ１～４を含む、繰り返しのアルゴリズムが有効である。
【０１４１】
　ステップ１．未知パラメータα、ψ、ｈを初期値にセットする。
【０１４２】
　ステップ２．仮定されたパラメータの値、あるいは前回のパラメータ推定値に基づき、
（式１５）を計算し、ｚｉｊ（ｋ）がほぼ０であるような点（ｉ，ｊ）の集合をＧとする
。
【０１４３】
　ステップ３．上記のように求められたＧによって、（式１６）で表す最小化問題を解き
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、未知パラメータの推定値を更新する。この最小化問題は、さまざまな数理的アルゴリズ
ムが使えるが、計算時間を小さくしなければならないことから、２階微分情報であるヘッ
セ行列を用い、収束の速いニュートン法を１回ずつ適用する方法を採るなどの工夫をする
ことが望ましい。
【０１４４】
　ステップ４．ステップ２に戻る。
【０１４５】
　（実施の形態４）
　上述の実施の形態、図で説明した構成要素と同一の構成要素には同一の参照符号を付し
ている。これらの構成要素の詳細な説明は繰り返さない。
【０１４６】
　実施の形態３では、最適化を用いた推定方法により、３つの未知パラメータである俯角
α、ロール角ψ、高さｈを推定した。しかしながら、実施の形態３の方法では、後述する
ように俯角α、ロール角ψ、高さｈの遷移速度などを考慮していない。しかしながら、未
知パラメータの推定方法については、これらの値を確率変数としてとらえ、動的モデルを
設定することにより、拡張カルマンフィルタや粒子フィルタなどの非線形フィルタを用い
て推定するなど、様々な推定理論によるアプローチが可能である。そこで、当該推定方法
を、本明細書では状態空間モデルを用いた推定方法と称し、以下で説明する。
【０１４７】
　（状態空間モデルを用いた推定方法）
　（状態ベクトルと動的モデル）
　状態変数ベクトルをｑを次式のように設定する。
【０１４８】
【数１９】

【０１４９】
　状態変数は、以下のランダムウォークモデルにより変化するものとする。このモデルは
、センサを取り付けた人などの動体の姿勢が時間変化するモデルである。
【０１５０】
【数２０】

【０１５１】
　ここで、δｋｌはＫｒｏｎｅｃｋｅｒのデルタである。つまり、これら３つの未知数は
、互いに無相関で、時間的にも無相関であるとする。ｑα、ｑψ、ｑｈはそれらの分散で
ある。サンプリング時間の長さによって、変化していく単位時間あたりの大きさが決まる
。たとえば人に装着した場合、歩いて行くときの、数十ミリ秒の間に、どれだけ前傾の角
度が変化するか、どれだけ体が傾くか、どれだけ高さが変化するかというものを確率変数
として表現しており、物理的に考察することによっておおよそ値が設定できる。
【０１５２】
　（観測モデル）
　観測モデルは、路面上の点を観測している場合の式を導出し、その式から推定される値
と、実際に観測した値が大きく外れる場合に、路面上になく、差の正負により穴か障害物
かを区別する。もし（ｉ、ｊ）番目の点が路面から来ているのであれば、ｚｉｊ（ｋ）は
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ほぼ０である。そこで、（式１５）においてｚｉｊ（ｋ）＝０とおくと、次式の非線形観
測方程式を得る。
【０１５３】
【数２１】

【０１５４】
　関数θｉ（ｑ１）は（式１３）である。これを、すべての観測値（ｉ、ｊ）について縦
ベクトルとして並べることにより、観測モデルが構成できる。
【０１５５】
　（式１７）と（式１８）式により、非線形状態空間モデルが構成できる。（式１８）に
、誤差を加えたものを実際に観測すると仮定すると、次式のように観測方程式を表現でき
る。
【０１５６】
【数２２】

【０１５７】
【数２３】

【０１５８】
　また、上式のモデルに対しては、非線形カルマンフィルタを用いることができる。その
際に、拡張カルマンフィルタを用いる場合、ヤコビアン（Jacobian）を求める必要がある
。
【０１５９】

【数２４】

【０１６０】
　（状態推定アルゴリズム）
　観測値の中には、路面以外のところから来たデータも含まれており、それは、閾値を用
いて判定することができる。そうやって、路面以外の点として扱われる点は、上記観測ベ
クトルから除外した上で、拡張カルマンフィルタを適用する必要がある。
【０１６１】
　（状態推定の詳細）
　（路面を観測する場合）
　観測値ｒｉｊと、真値ｆｉｊの値は、次式のように表現できる。
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【０１６２】
【数２５】

【０１６３】
　ここでｅｉｊ

（ｇ）（ｋ）は、測定誤差を表している。当該測定誤差には、仕様の精度
限界に基づく現実のセンサノイズが含まれているとともに、観測モデルと現実のセンサの
プロパティとの幾何学的な測定差異に基づく誤差が含まれている。
【０１６４】
　ｅｉｊ

（ｇ）（ｋ）の確率密度関数（ＰＤＦ；Probability Density Function）ｐｇ（
ｅｉｊ

（ｇ）（ｋ））は、平均が０、分散がσｇ
２のガウス分布として次式のように表現

できる。
【０１６５】
【数２６】

【０１６６】
　（障害物を観測する場合）
　デプスセンサから障害物までの距離は特定され得ないため、観測値ｒｉｊは次式のよう
に表現できる。
【０１６７】

【数２７】

【０１６８】
　ここで、ｅｉｊ

（ｓ）（ｋ）の確率密度関数ｐｓ（ｅｉｊ
（ｓ））は例えば次式のよう

に表現できる。
【０１６９】

【数２８】

【０１７０】
　（溝または凹部を観測する場合）
　この場合、障害物を観測する場合とは逆になる。観測値ｒｉｊは次式のように表現でき
る。
【０１７１】

【数２９】

【０１７２】
　ここで、ｅｉｊ

（ｌ）（ｋ）の確率密度関数ｐｌ（ｅｉｊ
（ｌ））は例えば次式のよう

に表現できる。
【０１７３】

【数３０】

【０１７４】
　ここで、ｒ＊は、測定限界距離を表しており、概ね１０ｍ程度である。
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　（確率密度関数モデル）
　上述のように定義したＰＤＦに基づいて、混合ＰＤＦ（mixture PDF）を次式のように
表現できる。
【０１７６】
【数３１】

【０１７７】
　ここで、右辺の第２項は観測した距離が「短い」場合を示し、第３項は観測した距離が
「長い」場合を示している。事前確率Ｐｓは、観測視野内における障害物の量に概ね基づ
いて設定されるべきであるとともに、Ｐｌは、溝または凹部がない場合には０となるべき
である。
【０１７８】
　観測モデルは非線形であるため、状態推定スキームとしてはいくつかの候補が挙げられ
る。ここでは、拡張カルマンフィルタを適用している。これによれば、粒子フィルタや他
の状態推定スキームと比較して、より計算負荷を小さくすることができる。
【０１７９】
　（混合ＰＤＦの取り扱い）
　次に、混合ＰＤＦの取り扱いについて説明する。障害物または穴もしくは凹部が観測源
である場合には、観測値が異常値となるため、障害物または穴もしくは凹部から生成され
た（と思われる）観測データを削除する方法を、簡単なアプローチの一つとして挙げるこ
とができる。以下では、この方法に従ったアプローチについて説明する。
【０１８０】
　（観測源の推定）
　観測源が路面である場合の確率をＰｇとし、障害物である場合の確率をＰｓとし、溝ま
たは凹部である場合の確率をＰｌとしている。ｒｉｊ（ｋ）の観測後には、これらの確率
は、次式の事後確率として記載することができる。
【０１８１】

【数３２】

【０１８２】
ここで、Ｒ１：ｋ＝｛ｒ（１），．．．，ｒ（ｋ）｝（これらのｒはベクトルである。）
、ｍ∈｛ｇ，ｓ，ｌ｝であって、ｒｉｊ（ｋ）は、添え字が（ｉ，ｊ）以外である任意の
他の値と独立しているものと仮定している。Ｐｍ（ｃｉｊ（ｋ））を、事前確率とすると
、観測源が路面である場合の確率密度関数ｐｇは次式のように表現できる。
【０１８３】

【数３３】

【０１８４】
また、観測源が障害物である場合の確率密度関数ｐｓは次式のように表現できる。
【０１８５】
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【０１８６】
ここで、Ｈｉｊ（ｋ｜ｋ－１）の推定値（“＾”を付している）は、次式のように表現で
きる。
【０１８７】

【数３５】

【０１８８】
また、ｆｉｊ（ｋ｜ｋ－１）の推定値（“＾”を付している）は、次式のように表現でき
る。
【０１８９】

【数３６】

【０１９０】
ここで、ｇ（ｋ）は、次式のように表現できる。
【０１９１】

【数３７】

【０１９２】
そして、観測源が溝または凹部である場合の確率密度関数ｐｌは次式のように表現できる
。
【０１９３】

【数３８】

【０１９４】
これらのＰＤＦに関して、以下の関係について説明する。まず、観測源が路面である場合
の確率と、障害物である場合の確率との間には、次式の関係が成り立つ。ここで、ｒ＊は
、上述の最大測定限界距離である。
【０１９５】
【数３９】

【０１９６】
また、観測源が路面である場合の確率と、溝または凹部である場合の確率との間には、次
式の関係が成り立つ。
【０１９７】
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【数４０】

【０１９８】
そして、観測値ｒｉｊ（ｋ）は、次式のように、所定の定値ｃ１（ｋ）及びｃ２（ｋ）か
らなる区間の値となる。
【０１９９】

【数４１】

【０２００】
　（検知した物体の取り扱い）
　以下では、観測値ｒｉｊ（ｋ）の観測源が、路面より上のレベルの物体である、または
路面より下のレベルの場所であると判定された場合の取り扱い方法について説明する。
【０２０１】
　Ｐ（ｃｉｊ（ｋ）＝ｇ｜Ｒ１：ｋ）＜Ｐ（ｃｉｊ（ｋ）＝ｓ｜Ｒ１：ｋ）またはＰ（ｃ

ｉｊ（ｋ）＝ｇ｜Ｒ１：ｋ）＜Ｐ（ｃｉｊ（ｋ）＝ｌ｜Ｒ１：ｋ）であるとき、観測値ｒ

ｉｊ（ｋ）の観測源が路面ではないと考えることができる。
【０２０２】
　（式１８）において、観測値ｒｉｊ（ｋ）の観測源が路面であることを仮定しているの
で、このようなときのｒｉｊ（ｋ）は、真値ｆｉｊよりも非常に小さくまたは大きくなり
得る。つまり、観測データから未知の状態変数を推定するために、このような異常値とな
る観測値の影響を抑制しなければならない。これは、ロバスト推定問題であると言える。
そして、発明者らは、線形システムにおいて、状態及び未知のシステムパラメータを同時
に推定する手法を開発している（文献「M. Tanaka and T. Katayama: Identification of
 a Linear System with Switching Parameters by the EM Algorithm, Systems, Control
 and Information, Vol.1, No.2, pp. 68-76, 1988.」（以下、文献Tanaka1）、「M. Tan
aka and T. Katayama: A Robust Identification of a Linear System with Outliers by
 the EM Algorithm, Systems, Control and Information, Vol.1, No.4, pp. 117-126, 1
988.」（以下、文献Tanaka2））。上述の問題でも、未知のパラメータ（共分散など）を
含んでいるが、当該問題はそれ自体が複雑であるため、状態推定スキームに着目して当該
問題の単純化を進める。
【０２０３】
　文献Tanaka1において発明者らが実証しているように、非ノミナル問題に基づいて状態
推定することができる。しかしながら、文献Tanaka1における手法と同様に状態推定を行
うにはデータが充分ではないと考えられるため、文献Tanaka2の記載のように、非ノミナ
ルな観測源から観測されたと判断されたデータを排除するアプローチを採用する。
【０２０４】
　以下では、当該アプローチをさらに詳細に説明する。まず、観測値ｒｉ＊ｊ＊（ｋ）は
、いくつかの（ｉ，ｊ）の組において異常値であると判定されたと仮定する。そして、非
線形関数ｆｉ＊ｊ＊（ｋ）だけでなく当該観測値も、（式１９）で表す観測モデルから排
除する。（ｉ＊，ｊ＊）の要素を観測ベクトルから排除し、行列Ｈから（ｉ＊，ｊ＊）の
行を排除する。以下では、当該排除後の行列を、行列を表す記号の右上に“＊”を付して
表現する。
【０２０５】
　（アルゴリズムの詳細）
　以下では、本実施形態のアルゴリズムにおける、反復計算の詳細について説明する。
【０２０６】
　１．初期値を次式ように設定する。
【０２０７】
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【数４２】

【０２０８】
　２．時間の更新を次式のように行う。
【０２０９】

【数４３】

【０２１０】
　３．観測値の更新を次式のように行う。
【０２１１】
【数４４】

【０２１２】
ここで、観測源を表すｃｉｊ（ｋ）を、次式のように推定する。
【０２１３】
【数４５】

【０２１４】
状態ｑの推定値（“＾”を付している）と、誤差行列Ｐを以下のように更新する。
【０２１５】
【数４６】

【０２１６】
上述の数式において“＊”を付した行列またはベクトルは、元のサイズの行列またはベク
トルにおいて、特定の行または列を０とした次式で示すＩｉｊ（ｋ）に対応している。こ
こで、Ｉ（ｋ）は、次式で示す１または０の要素からなる、対角行列である。
【０２１７】
【数４７】

【０２１８】
　（パラメータの値）
　パラメータは、現実のシステムに基づいて定義される必要がある。本発明のデプスセン
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サを歩行者に装着する場合には、以下のようにパラメータを設定する。
【０２１９】
　（式２０）において状態ｑの初期値（“－”を付している）は、［α０ψ０ ｈ０］Ｔ

とおくと、本発明のデプスセンサを人体のベルトに装着する場合には、α０は２０［°］
×π／１８０［ｒａｄ］である。ここで、［］に囲まれた表記は、数値の単位を表してい
る。また、ψ０は、０［ｒａｄ］である。また、ｈ０は、人が立ち上がったときの当該デ
プスセンサの高さとなる（例えば、８００［ｍｍ］）。
【０２２０】
　共分散の特定は、より難度が高い。１測定周期における移動量を考慮することにより、
系のダイナミクスの不確かさを特定することができる。本発明においては、フレームレー
トは、１０［ｆｐｓ］である。つまり、１測定周期は、１００［ｍｓ］である。ここで、
αの変動は、例えば５［°］である。この値を標準偏差として取り扱えば、その分散につ
いてはｑα＝（５π／１８０）２となる。同様に、ｑψ＝（５π／１８０）２となる。ま
た、同様に、ｑｈ＝２０２［ｍｍ２］となる。
【０２２１】
　観測雑音は、レンズの歪みによるものである。経験則から、本発明においては、観測雑
音を次式のように定めている。
【０２２２】
【数４８】

【０２２３】
　ここで、σ２＝１０２である。
【０２２４】
　このように、俯角・ロール角・高さ推定部１７ａは、前記距離データ、前記俯角、前記
ロール角、及び前記高さの関係に基づく、（式１７）と（式１８）式により構成した非線
形状態空間モデルに対して、上述のように最適カルマンゲインＫ＊を求める拡張カルマン
フィルタに基づいて変動を許容して前記俯角、前記ロール角、及び前記高さを推定する。
【０２２５】
　（実験結果）
　以下に示す実験結果においては、Ｐｇ＝０．５９、Ｐｓ＝０．３、Ｐｌ＝０．１、ｑα

＝２、ｑψ＝０．５、ｑｈ＝１０００としている。
【０２２６】
　（静的な実験）
　図１５は、実施の形態４に係るシステムにおける障害物検出中の映像を示す図である。
図１５に示すように、本実施形態に係るシステムにおいては、２つの映像ウインドウが表
示されている。右側の大きなウインドウは、検出結果を重ねたカメラ映像を表示している
。路面より高い位置にあると判定された観測点は、所定の色により示されている。また、
路面より低い位置にあると判定された観測点は、他の色により示されている。そして、距
離の値を利用できない観測点は、さらに他の色により示されている。
【０２２７】
　図１５に示す映像は、天気が良い日に窓の近くの廊下にて本発明を実施したものである
ため、相当な量の直射日光に照らされている映像であり、当該日光に照らされている範囲
の観測点では、距離の値を利用できなくなっている。しかしながら、このような場合であ
っても、障害物は充分に検出可能である。
【０２２８】
　次に、当該映像における数値の意味について説明する。左の０．６８という数値は、サ
ンプルデータ（垂直及び水平にそれぞれ８点毎）における路面の割合を示している。また
、右の０．５６という数値は、全観測点（６４０×４８０）における、路面エリアの割合
を示している。２行目には、４つの数値が表示されている。左の数値（１１ ｆｐｓ）は
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、現在のフレームレートである。左から２つ目の数値（３７．５ ｄｅｇ）は、俯角αの
推定値である。本実験においては、（人体に巻かれた）ベルトに装着されており、この結
果は妥当である。３つ目の数値（－１．０ ｄｅｇ）は、ロール角である。最も右に表示
されている数値（８５３．９ ｍｍ）は、デプスセンサの位置における高さである。
【０２２９】
　左側の縦長のウインドウでは、平面マップ上に路面状態を表示している。当該状態は、
８×３ブロックからなっている。中央のエリアは、左右１５ｃｍの範囲の状態を示してい
る。左側のエリアは１５ｃｍから５０ｃｍまでの範囲の状態を、右側のエリアも同様の範
囲の状態を示している。
【０２３０】
　（動的な実験）
　図１６（ａ）～（ｃ）は、スクーター（図１７参照）の籠へ本実施形態に係るデプスセ
ンサを取り付けてスクーターが廊下を走行したときの俯角α、ロール角ψ、高さｈの推定
値の推移を示す図である。
【０２３１】
　図１６（ａ）～（ｃ）に示すように、時間軸の中央部分を除いて推定値は安定している
。これは、当該時間軸の中央部分に対応する時間において、スクーターの運転者がハンド
ルを回転させたためである。図１６（ｂ）に示すように、当該スクーターの構造により、
ロール角ψが大きく変化している。同時に、図１６（ｃ）に示すように、当該ハンドルの
中央（ｈ）は、回転中低くなっている。さらに、俯角αは、図１６（ａ）に示すように、
大きくなっている。これらは、実際の状況に適合している。
【０２３２】
　高さｈの推定値は実際の値よりも約１０ｃｍ小さくなるが、その原因は、概ねレンズ系
の構造に基づいている。
【０２３３】
　本実施形態に係る状態空間モデルを用いた推定方法におけるアルゴリズムを適用した場
合には、遷移速度（パラメータ（α、ψ、ｈ）が、データ取り込み時間ごと（例えば、数
十ミリ秒）の間に変化する量）は、上述の状態などを更新するモデルにより制御可能であ
るため、壁や階段などの高さ方向に大きい障害物などが観測視野に含まれる場合において
も、障害物などを正しく検出することができる。加えて、当該状態を更新するモデルにお
いて、分散を大きく取ると、当該状態が更新毎に大きく変化することを許容するモデルと
することができる。よって、本実施形態に係る構成により、デプスセンサが距離画像を取
得した瞬間におけるデプスセンサの俯角、ロール角、高さを推定することができ、移動体
走行時にデプスセンサが揺れるなどにより俯角、ロール角、高さが変動しても、移動体が
走行する路面における障害物を検出することができる。
【０２３４】
　（まとめ）
　本実施形態において、デプスセンサにより測定したデータの状態空間モデルは、状態ベ
クトルに移動体の姿勢を表す３つの未知パラメータを含むように、構成されている。拡張
カルマンフィルタを適用することにより、リアルタイムの推定スキームを実現している。
これは、状態推定スキームにおいて、観測点から路面以外の観測点を除去することにより
実現されている。本来、直射日光下においてデプスセンサはデータを取得することができ
ないが、このような環境下であっても、障害物または溝といった危険な状況を比較的正し
く検出できている。これは、物体の陰の部分でデータが得られているためである。
【０２３５】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２３６】
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　本発明は、車両や人などの移動体に取り付けられて路面の距離画像を取得するデプスセ
ンサを備えた障害物検出装置に利用することができる。また、視覚障害者や老人の夜間外
出の道具として、応用可能性は広い。さらに、本発明は、視覚障害者の歩行補助に適用す
ることができる。
【符号の説明】
【０２３７】
　１、１ａ、１ｂ　障害物検出装置
　２　デプスセンサ
　３　俯角推定部（角度推定手段）
　４　検出部（検出手段）
　５　移動体（車両、歩行者）
　６　路面
　７　ハンドル
　８　障害物
　９　水平線
１０　駕籠
１１　ディスプレイ
１２　スピーカ
１３　バッテリ
１４　溝
１５　側面
１６　上面
１７　俯角・ロール角推定部（角度推定手段）
１７ａ　俯角・ロール角・高さ推定部（状態推定手段）
Ｌ１、Ｌ２　線
Ｃ１、Ｃ２　線
　α　俯角
　ｈ　高さ
　ｒ　距離
　ψ　ロール角
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